
令和２年６月 

令和元年度 国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進

のための取組指針のフォローアップ（各府省等の個票） 
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【個票の見方について】 

 

※１ 「各取組の実施状況（Ａ）」については、「実施」「今後実施」又は「実施未定」を記載しています（注）。小項目の一部について実施し
ている場合又は小項目については実施していないが中項目に該当する取組を実施している場合には、「実施」としています。 

 
※２ 「各取組の実施状況（Ａ）」で「実施」としているものについては、令和元年度に新たに取組を始めたこと、既存の取組のうち拡充し

たこと、特に力を入れたこと又は継続して取り組んでいることを「取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫（Ｃ）」
（以下、「Ｃ欄」）に記載しています。また、中項目ごとの具体的な成果について、「取組を行ったことによる具体的な成果（Ｄ）」に記載
しています。 

 
※３ 「各取組の実施状況（Ａ）」で「今後実施」の場合は今後の実施時期、「実施未定」の場合は未実施の理由を「Ｃ欄」に記載しています。 
 
※４ 小項目の「ａ」は「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」で実施すべき内容が具体的に記載されてい

る事項、「ｂ」はａ以外で当該取組指針に関連する事項を記載しています。 
 
※５ 「働き方改革」、「育児・介護等と両立して活躍できるための改革」及び「女性の活躍推進のための改革」のそれぞれの項目内における

「その他」欄については、各改革に含まれるもののうち既存の項目に該当しない取組について記載しています。 
 
※６ 「働き方改革」、「育児・介護等と両立して活躍できるための改革」及び「女性の活躍推進のための改革」内に記載することが困難な取

組（例：新たな推進体制の整備、３つの改革を横断している取組等）については、最終項の「その他」に取組名を記載した上で、その内
容を「取組状況」、「具体的な取組内容」欄に記載しています。 

 

（注）「働き方改革」の中項目「７ テレワークの推進」の小項目「ａ」の「ア」については、全地方機関において制度を導入している場合は「実施」、一部又はすべ

ての機関において導入していない場合は「未実施」 
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1 実施

・幹部・各課室長は、働き方改革に資する取組３箇条を設定し、その
取組の実施を部下に約束。【継続】
・ワークライフバランス推進強化月間に向けた事務次官からのメッ
セージの発出及び幹部による庁舎内の見回りを実施。【継続】

2 実施

・外部講師を招き、マネジメントやリーダーシップに関する研修を実
施。【継続】

ｱ 実施

・管理職自身のマネジメント行動が部下にどのように伝わっているか
について、自己回答と部下回答の違いに着目して「気づき」を与える
ための調査を実施（調査対象：本省室長以上、室長級の一部）。【拡
充】
・調査結果を踏まえフィードバック研修等を実施。【継続】

ｲ 実施

・管理職自身のマネジメント行動が部下にどのように伝わっているか
について、自己回答と部下回答の違いに着目して「気づき」を与える
ための調査を実施（調査対象：地方支分部局の一部の管理職）。【新
規】
・調査結果を踏まえフィードバック研修等を実施。【新規】

3 実施

・より少ない時間でより多くの成果を生み出すことを目標として、農
林水産省の各課室において働き方改革の取組を実施。RPAなどを活用し
た業務の効率化を試行。【継続】
・各課室が取り組んだ働き方改革について優れた取組を表彰。【継
続】

価値観・意識の改革についての明確なメッセージの継
続的発出

管理職に求められるマネジメントに関する意識醸成に
向けた取組の実施

調査結果のフィードバックにより
「気づき」を与えるとともに、
フィードバック研修等により、調査
結果の前向きな受け止めや具体的な
行動改善の促し等、マネジメント状
況調査の実施効果を高めた。

ｂ

本府省等における課室長級職員を対象とした
多面観察の実施

地方等（地方支分部局及び施設等機関）にお
ける管理職を対象とした多面観察の実施

業務の廃止も含めた効率化や職場環境の改善策の実施

働
き
方
改
革

【農林水産省】

令和元年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を
選択した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成
果

（Ｄ）小項目
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【農林水産省】

令和元年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を
選択した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成
果

（Ｄ）小項目

4 実施

ａ

ｱ 実施
・部下職員が登録した超過勤務について、管理職員等が事前に確認。
【継続】

ｱ 実施

・人事担当課においては、各部局から、毎週、水曜日と金曜日に職員
の超過勤務予定時間の報告を受けることにより、実施状況を把握。
【継続】

ｲ 実施

・超過勤務実績のグラフ化及び超過勤務可能時間（上限区分別に月
別、年度累計）のグラフ表示等による超過勤務の見える化を実施。
【新規】

ｳ 実施

・省内会議等において、毎月、超過勤務実績人数を、階層別（10h以
下、30h以下、45h以下、60h以下、80h以下、100h未満、100h以上）に
報告。【継続】
・100時間以上の超過勤務実績者の名簿を１月毎に作成・報告。【新
規】

5 実施

・特定の職員の超過勤務時間が著しく多い場合など業務負荷に偏りが
ある場合は、当該職員の業務の一部を切り出して他の職員に割り振る
など、業務分担の見直しを実施。【継続】

6 実施

・全職員が原則として月１日以上の年次休暇の取得。勤務管理者は毎
月取得状況を確認。【継続】
・年次休暇取得日数が５日未満の職員数を毎月報告することとし、取
得状況を確認。12月末時点で取得日数が５日未満の職員を把握し、各
勤務管理者へ報告。【新規】

本省において、平均月１日以上の年
次休暇の取得を達成。

休暇の取得促進

本省において、超過勤務縮減目標
（1人当たりの月平均時間26.5時
間）から、3.4時間の減少を達成。

省内全体における超過勤務の事前確認の徹底

ｂ 省内全体における超過勤務の事前確認実施状
況の把握

超過勤務状況・理由の見える化や目標設定な
ど、超過勤務の縮減に向けた工夫

一定の時間を超えて超過勤務をした場合の措
置

超過勤務の縮減の徹底

業務配分の見直しや機動的人員配置による業務負荷集
中の回避

働
き
方
改
革
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【農林水産省】

令和元年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を
選択した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成
果

（Ｄ）小項目

7 実施

・本省において、テレワークの推進を図るため、テレワーク実施者数
を毎月報告することとし、見える化を実施。【継続】
・テレワークという働き方をより身近に感じられるよう、経験者によ
る「体験レポート」を省内ポータルサイトで周知。【新規】

ｱ 実施

Skype for business

8 実施

平成31年1月以降、本省において、順次仮想デスクトップ環境への移行
及びシンクライアント端末への切替を実施するとともに、地方も含め
てリモートアクセス環境を整備。【継続】

ｱ 実施
本省職員を対象に携帯端末（スマホ、タブレット等）によるリモート
アクセス環境を整備済み【継続】

ｲ 実施

・平成31年1月以降、順次仮想デスクトップ環境への移行及びシンクラ
イアント端末への切替を実施し、リモートアクセス環境を整備。【継
続】
・令和２年２月以降、私物パソコンを利用できるＵＳＢシンクライア
ントを整備【新規】

ｳ 実施
地方等でもリモートアクセス環境が利用できるよう整備。【継続】

働
き
方
改
革

テレワークの推進

本省におけるテレワークの実施者数
が前年度に比べ約２倍に増加。

ａ

地方等(地方支分部局及び施設等機関)におけ
るテレワーク制度の導入

すべての機関において、実施要領の作成及びテレワーク用端末の準備等、テレワーク実施環境を
整備中。（一部の機関については導入済み）【拡充】

ｲ
本府省等におけるテレワーク勤務者が会議に
遠隔参加（Web会議）するための機能の整備

実施
特になし。

リモートアクセス環境の整備

仮想デスクトップ環境への移行及び
シンクライアント端末への切替によ
りテレワークがしやすい環境を実
現。

ａ 本府省等における携帯端末（スマホ、タブ
レット等）によるリモートアクセス環境の整
備

本府省等におけるＰＣによるリモートアクセ
ス環境の整備

地方等(地方支分部局及び施設等機関)におけ
るリモートアクセス環境の整備
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【農林水産省】

令和元年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を
選択した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成
果

（Ｄ）小項目

9 実施

・本省において、平成31年1月以降、無線ＬＡＮ環境の整備、また、持
ち帰り可能な端末への切替を実施。【継続】
・また、審議会については原則ペーパーレスで開催。【継続】

ｱ 実施

・審議会：審議会専用タブレットの導入、無線ＬＡＮ環境の整備、持
ち運び可能な端末への切替より、原則ペーパーレスで開催。【継続】
・幹部会議：幹部用タブレットの導入、無線ＬＡＮ環境の整備、持ち
運び可能な端末への切替より実施。【継続】

ｲ 実施

・本省において、無線ＬＡＮ環境の整備、持ち運び可能な端末への切
替を実施。【継続】

10 実施
本省職員の希望者に対して、フレックスタイム制の説明会を開催。
【継続】

ｂ ｱ 実施
フレックスタイム制度及び省内におけるフレックスタイム活用事例に
ついて、省内ポータルサイトにて周知【継続】

11

1

2

働
き
方
改
革

育
児
・
介
護
等
と
両
立
し
て

活
躍
で
き
る
た
め
の
改
革

定例会議や幹部への説明、省内の打合せ等に
ついてもペーパーレス化

フレックスタイム制度の拡充

全職員に対するフレックスタイム制度・手続
の定期的な周知徹底及び利用意向の確認

その他

男性職員の育児休業取得率
目標：13％（令和２年）、現状：15.1％（平成30年度）、目標設定時：6.7％（平成26年度）

男性職員の「男の産休」（配偶者出産休暇・育児参加
のための休暇）取得率

目標：両休暇合計５日以上取得率100％（令和２年）、現状：58.5％（平成30年度）、目標設定時：21.6％（平成26年度）

ペーパーレス化の推進

各種会議、打ち合わせ等における資
料準備（印刷、丁合作業等）がなく
なり、印刷コストの削減、業務の効
率化につながった。

ａ

審議会や幹部会議での原則ペーパーレス化
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【農林水産省】

令和元年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を
選択した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成
果

（Ｄ）小項目

3 実施
・毎月19日に両立支援制度等について省内ポータルサイトにて周知。
【継続】

ｱ 実施未定

省内ポータルサイトやセ
ミナーにより意識啓発・
周知を行っているため。

（独自実施の
もの）

実施

外部講師を招いたマネジメント研修を実施【継続】

（内閣人事
局・人事院が
実施するもの
への派遣）

実施

・内閣人事局が実施した女性活躍・ワークライフバランス推進マネジ
メントセミナー（管理職向け）に14名参加。【継続】

4 実施

ｱ 実施

・WLB推進強化月間において、事務次官から職員それぞれがワークライ
フバランスを意識し、前向きな職場になるようメッセージを発信。
【継続】

ｲ 実施

・男の産休等チェックシートを実施。【継続】
・3ヶ月以上の育児休業の取得を予定している場合は、「産休・育休復
帰支援面談シート」を人事担当者に提出することとし、職員の希望を
把握。【継続】

5 実施

ａ ｱ 実施

・平成27年度から全職員（希望する職員）を対象に実施。【継続】
・妊娠中から職場復帰までの職員の状況や希望を把握し、スムーズな
職場復帰を支援するため、「産休・育休復帰支援面談シート」を導
入。【継続】

育
児
・
介
護
等
と
両
立
し
て

活
躍
で
き
る
た
め
の
改
革

育児・介護等に係る職員（男女全て）の状況のきめ細
やかな把握

育児シートや両立支援シートの全省的な制度
としての導入

男性職員の家庭生活参画促進に向けた管理職員向けの
意識啓発の実施

マネジメント研修の満足度が非常に
高く（5点満点中平均4.76点）、管
理職の意識啓発の機会となった。

ｂ
メールによる意識啓発・周知

ｲ
セミナーによる意識啓発・周
知

男性職員の育児休業、「男の産休」（配偶者出産休暇
及び育児参加のための休暇）の取得促進

ａ
大臣等トップからのメッセージの継続的発信

上司又は人事担当部局による男性職員の配偶
者の出産予定把握のための工夫
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【農林水産省】

令和元年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を
選択した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成
果

（Ｄ）小項目

6 実施

・妊娠中から職場復帰までの職員の状況や希望を把握し、スムーズな
職場復帰を支援するため、「産休・育休復帰支援面談シート」を導
入。【継続】
・育児中の職員を対象とした「子育てメールマガジン」を配信し、両
立支援制度等の参考となる情報を提供。【継続】

（独自実施の
もの）

実施

・仕事と育児の両立セミナーを実施。【継続】
　研修対象者：妊娠中、育休中、復帰後の職員

（内閣人事
局・人事院が
実施するもの
への派遣）

実施

・内閣人事局主催の育児休業取得者（女性職員）のための職場復帰セ
ミナーに13名参加。【継続】

8 実施

・外部講師を招き、育児・介護と仕事との両立に資する勉強会を開
催。【継続】
・省内ポータルサイト上に男性の育児休業に関する専用ページを作成
し、関連ツールを提供。【新規】

1

2

3 実施

・女子学生向け説明会を実施。【継続】
・採用パンフレット・ホームページにおいて、活躍している女性職員
や育児支援制度について紹介するなど、公務の魅力を発信。【継続】

4 実施

・経験者採用試験を活用。【継続】
・農林水産省選考試験を活用。【新規】
・説明会等で女性の経験者採用職員からの講演等を実施。【継続】

a ア 実施未定

現時点では要望がないた
め。

女
性
の
活
躍
推
進
の
た
め
の
改
革

女性の採用目標

【全体】　目標：35％（毎年度）、現状：45.2％（平成31年4月1日）、目標設定時：35.1％（平成27年4月1日）
【総合職】目標：設定なし 、現状：42.1％（平成31年4月1日）
※準ずる試験を含む

女性の登用目標

【本省課室長相当職】　　目標：４％程度（令和２年度末）、現状：4.3％（令和元年７月）、目標設定時：2.5％（平成27年７月）
【地方機関課長・本省課長補佐相当職】 目標：７％程度（令和２年度末）、現状：6.7％（令和元年７月）、目標設定時：4.4％（平成27年７
月）
【係長相当職（本省）】　目標：30％程度（令和２年度末）、現状：28.4％（令和元年７月）、目標設定時：25.7％（平成27年７月）

国家公務員採用試験の女性申込者・合格者の拡大に向
けた広報活動

女性職員の中途採用の拡大

令和元年度農林水産省選考試験で、
女性職員14名を採用。

育児等を理由に国家公務員を中途退職した女
性の中途採用

育
児
・
介
護
等
と
両
立
し
て

活
躍
で
き
る
た
め
の
改
革

育児休業取得職員と人事担当部局等の職員との定期的
なコミュニケーション

7
育児休業取得職員等を対象としたセミ
ナーの実施

その他
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【農林水産省】

令和元年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を
選択した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成
果

（Ｄ）小項目

5 実施

・女性職員の登用を推進しつつ、これまで男性職員が配置されてきた
企画・総括ポストに女性職員を配置。【継続】
・平成24年以降に採用された一般職行政系については、総務部門だけ
でなく、総括班及び業務部門等への配置を必須とし、男女問わず幅広
く専門知識を習得させ、本省及び地方機関の各業務が円滑に実施・継
承できるよう、採用・配置・育成を一元的に行う人事管理体制を構築
し、女性職員の職域の拡大、職域の固定化の解消に寄与。【継続】

6 実施

ａ ア 実施

・平成24年以降に採用された一般職行政系については、総務部門だけ
でなく、総括班及び業務部門等への配置を必須とし、男女問わず幅広
く専門知識を習得させ、本省及び地方機関の各業務が円滑に実施・継
承できるよう、採用・配置・育成を一元的に行う人事管理体制を構築
し、女性職員の職域の拡大、職域の固定化の解消に寄与。【継続】
・農林水産行政の円滑な実施・継承と各業務部門の人材育成を図るこ
とを目的として、平成30年度から平成24年以降に採用された一般職行
政区分の職員を対象に本省各局所掌に関する業務説明会を実施。【継
続】

7 実施

ア 実施

・職員の家庭事情、本人の意向・能力等を把握した上で、本人との面
談等も行い、タイミングを図って異動時期・配置場所を決定。【継
続】

イ 実施

・職員の家庭事情、本人の意向・能力等を把握した上で、本人との面
談等も行い、タイミングを図って異動時期・配置場所を決定。【継
続】

8 実施

ａ ア 実施

・WLB推進強化月間において、事務次官から女性職員の活躍を省全体で
サポートする旨のメッセージを発信。【継続】

転勤に関する人事上の取組の工夫

女性職員の登用の拡大に向けた管理職員向けの啓発活
動の実施

大臣や事務次官、官房長等から、管理職に対
する、女性職員の意欲を向上させる取組の重
要性についてのメッセージの継続的発信

女
性
の
活
躍
推
進
の
た
め
の
改
革

女性職員の職域の拡大、職域の固定化の解消

管理職の候補となり得る女性職員の計画的な育成（配
置、研修、個別の育成方針の策定等）

Ⅱ・Ⅲ種試験・一般職・専門職試験採用者に
対する職務機会の付与や研修等による積極的
な育成

転勤の可否が登用に及ぼす影響の排除・縮小

ａ キャリアパスにおける転勤の在り方（必要
性、異動先、タイミングの多様性確保等）に
ついての再検討
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【農林水産省】

令和元年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を
選択した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成
果

（Ｄ）小項目

ア
（独自実施の

もの）
実施

外部講師を招いたマネジメント研修を実施。【継続】

イ

（内閣人事
局・人事院が
実施するもの
への派遣）

実施

・内閣人事局が実施した女性活躍・ワークライフバランス推進マネジ
メントセミナー（管理職向け）に14名参加。【継続】

9 実施

（独自実施の
もの）

実施

・平成24年以降に採用された一般職の職員を対象に本省各局所掌に関
する業務説明会を実施。農林水産行政への理解度の深化と各人の人事
異動希望の具体化・現実性に寄与。【継続】

（内閣人事
局・人事院が
実施するもの
への派遣）

実施

・内閣人事局主催の若手女性職員キャリアセミナーに16名参加。【継
続】

イ 実施

・平成24年以降に採用された一般職行政系については、総務部門だけ
でなく、総括班及び業務部門等への配置を必須とし、男女問わず幅広
く専門知識を習得させ、本省及び地方機関の各業務が円滑に実施・継
承できるよう、採用・配置・育成を一元的に行う人事管理体制を構築
し、女性職員の職域の拡大、職域の固定化の解消に寄与。【継続】

ウ 実施

・総合職事務系の補佐級以下の職員全員、総合職技術系の希望する職
員及び平成24年以降に採用された一般職行政系の職員については、今
後の中長期的なキャリアプランを明確化することにより、自らのライ
フプランに合わせた将来像を描きやすくするため、個別面談を実施。
【継続】

エ 実施

・働くママ・プレママを対象にしたお悩み相談会や、仕事と育児の両
立セミナーを開催し、妊娠中の悩みや育休復帰後の働き方について相
談できる場を設けた。【継続】

ｂ ア 実施

・本人の希望に応じて、海外出張がある部署や繁忙部署に配置するな
ど、職務経験を付与。【継続】

10

ａ

ア
若手女性職員のキャリアイ
メージ形成支援による意欲向
上研修の実施

公務の魅力、仕事の面白さを認識できるよう
な若いうちからの多様な職務機会の付与

人事担当部局又は上司による今後のキャリア
形成のための面談の実施

メンター制度の実施等、女性職員が相談でき
る体制づくり

出産・育児期にあっても、本人の能力・意欲
を踏まえ、必要な配慮をした上で、繁忙部署
の業務を継続して担当させるなど、職務経験
を付与

女
性
の
活
躍
推
進
の
た
め
の
改
革

ｂ

女性職員の登用の拡大に向け
た管理職員向けの研修の実施

女性職員のキャリア形成支援、意欲向上

その他
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【農林水産省】

令和元年度　女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画等フォローアップ

大
項
目

中項目 各取組の
実施状況
（Ａ）

（Ａ）で「実施未定」を
選択した場合の理由

（Ｂ）

取組を行った（行う）時期、取組内容及び取組における工夫
（Ｃ）

取組を行ったことによる具体的な成
果

（Ｄ）小項目

そ
の
他
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